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酪農・肉用牛生産近代化計画作成要領等新旧対照表

改 正 後 現 行

別紙１ 別紙１

酪農・肉用牛生産近代化計画作成要領
酪農・肉用牛生産近代化計画作成要領

第１ 都道府県計画 第１ 都道府県計画
〔略〕 〔略〕

１ 都道府県計画の作成に当たっての留意事項 １ 都道府県計画の作成に当たっての留意事項
(1) 確実な実施と進捗管理が行える計画 (1) 関連計画等との調整

酪農及び肉用牛生産の生産基盤の強化が最優先の課題であることを踏まえ、基本方 都道府県計画については、家畜改良増殖計画、農業振興地域整備基本方針、農業経営基
針に示された「対応・取組」も参考に、各都道府県の実情等に応じて、対応の必要性 盤の強化の促進に関する基本方針等酪農及び肉用牛生産に関連する他の計画との関係に十
の高い施策及び取組について、確実に実施できるよう具体的に記述するものとする。 分配慮し、これらの計画相互間の調整を図るものとする。
また、計画の早期の実施と進捗管理を行うことができるように、施策及び取組を記述 なお、都道府県計画の立案部局は、その作成に当たって、あらかじめ関係部局の意見を
するものとする。 聴くものとする。

(2)〔略〕 (2)〔略〕

(3) 資料の整備 (3) 資料の整備
都道府県計画の作成に当たっては、その基礎資料とするため、次の事項について可 都道府県計画の作成に当たっては、その基礎資料とするため、次の事項について市町村

能な限り市町村別に資料を整備するものとし、特に、近代的な酪農経営方式及び肉用 別に資料を整備するものとし、特に、近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標の
牛経営方式の指標を作成するために、十分な調査を行うものとする。 作成に必要な事項については、十分な調査を行うものとする。
ア 乳牛及び肉用牛の飼養状況（飼養戸数、飼養頭数、１戸当たり平均飼養頭数） ア 乳牛及び肉用牛の飼養状況（飼養戸数、飼養頭数、１戸当たり平均飼養頭数）
イ 生乳及び肉用牛の生産及び流通状況（生乳の生産及び出荷販売状況、雌子牛、肥 イ 生乳及び肉用牛の生産及び流通状況（生乳の生産及び出荷販売状況、雌子牛、肥育素
育素牛及び肥育牛の生産及び出荷販売状況） 牛及び肥育牛の生産及び出荷販売状況）

ウ 飼料生産状況 ウ 飼料生産状況（飼料供給地面積、乳牛換算１頭当たり飼料供給地面積等）
（ 、 、 （ 、エ 酪農及び肉用牛経営の状況 新規就農者数 離農農家数 法人化の状況 法人数

従業員数等）等）
(4) 計画期間 (4) 計画期間

都道府県計画は、平成３７年度までの期間につき作成するものとする。 都道府県計画は、平成３２年度までの期間につき作成するものとする。
２ 〔略〕 ２ 〔略〕
３ 都道府県計画の記載上の注意 ３ 都道府県計画の記載上の注意
(1) 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針については、各都道府県の酪農及び肉 (1) 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針については、当該都道府県の農業振興を図

用牛生産をめぐる近年の情勢、担い手の育成と労働負担の軽減に向けた対応、乳用 る上での酪農及び肉用牛生産の役割・機能、６次産業化の取組等による持続可能な酪農
牛・肉用牛飼養頭数の減少への対応、国産飼料生産基盤の確立、家畜衛生対策及び 及び肉用牛生産への転換、資源循環型で環境負荷軽減に資する自給飼料基盤に立脚した
畜産環境対策の充実・強化、畜産クラスターの取組等による畜産と地域の活性化、 酪農及び肉用牛生産への転換、消費者ニーズに応えた畜産物の生産・加工・流通と畜産
畜産物の安全確保、消費者の信頼確保、ニーズを踏まえた生産・供給の推進等につ に対する国民の理解の確保等についての基本的な考え方を記述するものとする。
いての基本的な考え方を記述するものとする。

(2) 〔略〕 (2) 〔略〕
(3) 近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標については、各都道府県及びそ (3) 近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標については、酪農及び肉用牛生産の持

の周辺の都道府県で実際に行われている取組を踏まえ 基本方針の第３の２の １ 続的発展を図るため、小規模な家族経営を含めた、意欲あるすべての経営が主体性と創、 （ ）
の 酪農経営 同 ２ の 肉用牛経営 及び各経営指標の表中 経営類型の特徴 意工夫を発揮し、経営を発展させるよう促していくことを旨として、一定の立地条件の「 」、 （ ） 「 」 「 」
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の記載方法を参考に、飼養形態や飼料生産体系等に係る様々な具体的取組を経営類 下での多様な酪農及び肉用牛経営の展開に資するよう、飼養形態や飼料生産体系等に係
型ごとに特定した上で、それらの取組の結果実現し得る姿としての収益性の向上を る様々な具体的取組を経営指標として設定するものとする。
示すものとして設定する。 具体的には、規模拡大による経営の効率化のみではなく、家畜改良や飼養管理技術の

具体的には、外部支援組織の活用や省力化機械の導入等を通じた労働負担の軽減 向上を通じた生産性の向上を踏まえつつ、６次産業化による付加価値の向上、地域の飼
・規模拡大、放牧の活用や飼料用米等の国産飼料の生産・利用の拡大を通じた飼料 料資源を含めた国産飼料の積極的な活用、ヘルパー、コントラクター、ＴＭＲセンター
の安定確保・コスト低減、６次産業化やブランド化等を通じた販売額の増加等の取 等の支援組織の活用等を通じた作業の外部化による省力化等の取組を織り込んで設定す
組を織り込むものとする。 るものとする。

指標の設定に際し、自然的経済的条件を異にするため、同一の指標を設定するこ なお、経営概要のうちふん尿処理方式及び生産性指標のうち土・草に係る事項につい
とが適当でない場合には 各指標ごとに それぞれの条件に応じて区域区分を行い ては、自給飼料基盤に立脚した資源循環型の酪農及び肉用牛生産の振興を旨として、経、 、 、
その区分ごとに指標を設定するものとする。 営方式ごとに地域の実情に即した基本的な指標を提示するものとする。

この場合には、生乳の生産数量の目標、乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標、乳牛 指標の設定に際し、自然的経済的条件を異にするため、同一の指標を設定することが
及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項、飼料の自給率の向上に関する事項等に 適当でない場合には、各指標ごとに、それぞれの条件に応じて区域区分を行い、その区
ついても指標の区域区分に従って記載するものとする。 分ごとに指標を設定するものとする。

この場合には、生乳の生産数量の目標、乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標、乳牛及び
肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項、飼料の自給率の向上に関する事項等についても
指標の区域区分に従って記載するものとする。

(4) 乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項については、乳牛及び肉用牛の飼 (4) 乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項については、生産コストの低減や省力化
養頭数の数値目標に加えて、基本方針の第１のⅡの１の（２）の「乳用牛・肉用牛 のために、多様な経営がそれぞれの経営形態に応じた取組を行う必要があるものの、飼
飼養頭数の減少への対応」の各項目の「対応・取組」を参考に、各都道府県の実情 養規模の拡大が１頭当たり労働費の低減を図る手段となることを踏まえ、乳牛について
等に応じて、飼養規模の拡大及び生産性の向上に資する取組について具体的に記述 は、規模や管理方式に応じた新しい飼養管理技術の活用、牛群検定の普及促進、自給飼
するものとする。 料中心の飼料給与体系への転換を通じた生産性の向上等に、肉用牛については、遺伝的

能力を十分に発揮するための飼養管理技術の改善、地域の飼料資源等を活用した品種特
性に応じた肉用牛の生産の推進、自給飼料中心の給与体系への転換を通じた生産性の向
上等に重点をおいた具体的措置について記述するものとする。

(5) 飼料の自給率の向上に関する事項については、飼料自給率の数値目標に加えて、 (5) 飼料の自給率の向上に関する事項については、稲発酵粗飼料、飼料用米等飼料作物の生
基本方針の第１のⅡの１の（３）の「国産飼料生産基盤の確立」の各項目の「対応 産・利用拡大、コントラクター、ＴＭＲセンター等飼料生産支援組織の育成・活用、粗
・取組」を参考に、各都道府県の実情等に応じて、国産飼料の生産・利用の拡大及 飼料の広域流通体制の構築、資源循環型社会への貢献を念頭においた耕畜連携の強化及
び飼料費の低減に資する取組について具体的に記述するものとする。 びエコフィードの生産・利用拡大、草地の整備改良、放牧の促進、稲わら等未利用資源

の利用促進等具体的措置について記述するものとする。
(6) 集乳及び乳業の合理化に関する基本的な事項のうち集送乳の合理化については、 (6) 集乳及び乳業の合理化に関する基本的な事項のうち集送乳の合理化については、指定生

更なる農業協同組合連合会・単位農協等の再編整備や指定生乳生産者団体における 乳生産者団体の一層の機能強化を図ることが重要であることから、更なる農業協同組合
貯乳施設の再編整備等、集送乳業務の指定生乳生産者団体への集約・一元化に関す 連合会・単位農協等の再編整備や指定生乳生産者団体における貯乳施設の再編整備等、
る具体的な措置について記述するものとする。 集送乳業務の指定生乳生産者団体への集約・一元化に関する都道府県の具体的な措置に

また、乳業の合理化については、ＨＡＣＣＰを導入した高度な衛生管理水準を備 ついて記述するとともに、生産者団体による計画生産の円滑な実施を通じ、需要に応じ
えた乳業施設への再編・合理化の促進、牛乳・乳製品の安全性の向上や需要拡大等 た生産を推進していく必要があることを踏まえ、生乳の効果的な用途別計画生産の着実
のための具体的措置について記述するものとする。 な実施 （季節間の需給変動、生乳流通の広域化等に的確に対応した効率的な生乳流通シ、

肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する基本的な事項のうち肉用牛の流通合理化 ステムの構築等による）需給見通しの精緻化に基づいた需給調整機能の強化について記
については、肉用牛の生産・流通構造の変化及び地域の実情に応じた家畜市場の再 述するものとする。
編整備・機能高度化等、牛肉の流通の合理化については、広域的な産地食肉処理施 また、乳業の合理化については、生乳流通の広域化の進展、飲用牛乳市場の縮小等を
設の再編整備・大規模化、食肉処理の自動化・省力化システムの開発・導入、食肉 踏まえ、酪農経営の創意工夫を活かした多様な生産形態に対応した流通体制の構築に配
処理施設における安全性向上のための処理・加工技術の高度化、産地食肉センター 慮しつつ、製造販売コストの低減、品質の向上及び衛生対策の高度化を推進するため、
における部分肉流通の促進、食肉卸売市場の整備、食肉処理におけるＨＡＣＣＰ導 計画的な乳業工場の整理・統合等具体的措置について記述するものとする。
入の促進、国産牛肉の需要拡大、業務・加工分野における需要拡大等のための具体 さらに、牛乳・乳製品の安全性の確保については、ＨＡＣＣＰ手法の導入等具体的な
的な措置について記述するものとする。 措置について、牛乳・乳製品の需要の拡大については、消費者の多様なニーズに対応し

て、牛乳・乳製品の機能性・有用性等に着目した需要拡大のための具体的措置について
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記述するものとする。
肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する事項については、家畜市場の再編整備と機能

の高度化、肉用牛の地域内一貫生産の推進、広域的な産地食肉処理施設の再編整備・大
規模化、食肉処理の自動化・省力化システムの開発・導入、食肉処理施設における安全

、 、性向上のための処理・加工技術の高度化 産地食肉センターにおける部分肉流通の促進
食肉卸売市場の整備、ＨＡＣＣＰ手法を取り入れた食肉処理の推進、国産牛肉の需要拡
大、業務・加工分野における需要拡大等のための具体的な措置について記述するものと
する。

(7) その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項については、次のと (7) その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項については、具体的措置に
おりとする。 ついて記述するものとする。
① 酪農及び肉用牛経営における新規就農及び離農の動向、法人化の状況等担い手の

状況について可能な限り定量的に記述するとともに、基本方針の第１のⅡの１の
（ ） 「 」 「 」 、１ の 担い手の育成と労働負担の軽減 の各項目の 対応・取組 を参考に
各都道府県の実情等に応じて、担い手の育成・確保、労働負担の軽減に資する取
組について具体的に記述する。

② 都道府県において展開が想定される畜産クラスターの継続的な取組や質の向上に
ついて、都道府県計画の推進に資するものとして、
(ⅰ)畜産クラスターの推進の基本的な考え方
(ⅱ)地域や畜種ごとに重点を置く取組内容等（例えば 「地域での肉用牛頭数の拡、
大のため、キャトル・ブリーディング・ステーションの整備を進め、地域で繁殖
・育成を集約化する体制を構築する」等）
(ⅲ)畜産クラスターを推進するための各都道府県独自の方策
等を具体的に記述する。

③ その他必要な事項について記述する。
４ 協議の手続等 ４ 協議の手続等

法第２条の３第４項の規定に基づいて、農林水産大臣に協議しようとするときは、別 法第２条の３第３項の規定に基づいて、農林水産大臣に協議しようとするときは、別記様
記様式第２号の協議書に当該計画（変更の場合は、当該変更に係る部分）及び別記様式 式第２号の協議書に当該計画（変更の場合は、当該変更に係る部分）及び別記様式第３号の
第３号の説明書を添えて地方農政局長（沖縄県にあっては沖縄総合事務局長）を経由し 説明書を添えて地方農政局長（沖縄県にあっては沖縄総合事務局長）を経由して（北海道に
て（北海道にあっては直接）農林水産大臣に提出するものとする。 あっては直接）農林水産大臣に提出するものとする。

なお、原則として、地方農政局長（北海道にあっては農林水産大臣、沖縄県にあって なお、原則として、地方農政局長（北海道にあっては農林水産大臣、沖縄県にあっては沖
） 、 、 、は沖縄総合事務局長）への提出は、平成２７年１２月２８日までに行うものとし、農林 縄総合事務局長 への提出は 平成２３年２月２８日までに行うものとし 農林水産大臣は

、 。水産大臣は、提出を受けた計画に係る協議について、平成２８年１月２５日までに回答 提出を受けた計画に係る協議について 平成２３年３月２５日までに回答を行うものとする
を行うものとする。

第２ 市町村計画 第２ 市町村計画
〔略〕 〔略〕
１ 市町村計画の作成に当たっての留意事項 １ 市町村計画の作成に当たっての留意事項
(1) 確実な実施と進捗管理が行える計画 (1) 関連計画等との調整

酪農及び肉用牛生産の生産基盤の強化が最優先の課題であることを踏まえ、基本方 市町村計画については、農業振興地域整備計画、農業経営基盤の強化の促進に関する基
針に示された「対応・取組」も参考に、各市町村の実情等に応じて、対応の必要性の 本的な構想等酪農及び肉用牛生産に関連する他の諸計画との関係に十分に配慮し、これら
高い施策及び取組ついて 確実に実施できるよう具体的に記述するものとする また の計画相互間の調整を図るものとする。、 。 、
計画の早期の実施と進捗管理を行うことができるように、施策及び取組を記述するも なお、市町村計画の立案部局は、その作成に当たって、あらかじめ、関係部局の意見を
のとする。 聴くものとする。

(2)〔略〕 (2) 〔略〕
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(3) 資料の整備 (3) 資料の整備
市町村計画の作成に当たっては、その基礎資料とするため、次の事項について資料 市町村計画の作成に当たっては、その基礎資料とするため、次の事項について市町村に

を整備するものとし 特に 酪農経営及び肉用牛経営の改善の目標の作成の観点から おける資料を整備するものとし、特に、酪農経営及び肉用牛経営の改善の目標の作成に必、 、 、
十分な調査を行うものとする。 要な事項については、十分な調査を行うものとする。
ア 乳牛及び肉用牛の飼養状況（飼養戸数、飼養頭数、１戸当たり平均飼養頭数） ア 乳牛及び肉用牛の飼養状況（飼養戸数、飼養頭数、１戸当たり平均飼養頭数）
イ 生乳及び肉用牛の生産及び流通状況（生乳の生産及び出荷販売状況、雌子牛、肥 イ 生乳及び肉用牛の生産及び流通状況（生乳の生産及び出荷販売状況、雌子牛肥育素牛

育素牛及び肥育牛の生産及び出荷販売状況） 及び肥育牛の生産及び出荷販売状況）
ウ 飼料生産状況 ウ 飼料生産状況（飼料供給地面積、乳牛換算１頭当たり飼料供給地面積等）

（ 、 、 （ 、エ 酪農及び肉用牛経営の状況 新規就農者数 離農農家数 法人化の状況 法人数
従業員数等）等）

(4) 計画期間 (4) 計画期間
市町村計画は、平成３７年度までの期間につき作成するものとする。 市町村計画は、平成３２年度までの期間につき作成するものとする。

２ 〔略〕 ２ 〔略〕
３ 市町村計画の基本的考え方 ３ 市町村計画の基本的考え方
(1) 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針には、各市町村の酪農及び肉用牛生産を (1) 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針には、当該市町村の農業振興を図る上での酪

めぐる近年の情勢、担い手の育成と労働負担の軽減の軽減に向けた対応、乳用牛・肉 農及び肉用牛生産の役割・機能、６次産業化の取組等による持続可能な酪農及び肉用牛
用牛飼養頭数の減少への対応、国産、飼料基盤の確立、家畜衛生対策及び畜産環境対 生産への転換、資源循環型で環境負荷軽減に資する自給飼料基盤に立脚した酪農及び肉
策の充実・強化、畜産クラスターの取組等による地域の活性化、畜産物の安全確保、 用牛生産への転換、消費者ニーズに応えた畜産物の生産・加工・流通と畜産に対する国
消費者の信頼確保、ニーズを踏まえた生産・供給の推進についての基本的な考え方を 民の理解の確保等についての基本的な考え方を記述するものとする。
記述するものとする。

(2) 〔略〕 (2) 〔略〕
(3) 酪農経営又は肉用牛経営の改善の目標については、各市町村及びその周辺の市町村 (3) 酪農経営又は肉用牛経営の改善の目標については、酪農及び肉用牛生産の持続的発展を

で実際に取り組まれている取組を踏まえ 基本方針の第３の２ １ の 酪農経営 図るため、小規模な家族経営を含めた、意欲あるすべての経営が主体性と創意工夫を発、 （ ） 「 」、
同（２）の「肉用牛経営」及び各経営資料の表中「経営類型の特徴」の記載方法を参 揮し、経営を発展させるよう促していくことを旨として、市町村内あるいは都道府県計
考に、飼養形態や飼料生産体系等に係る様々な具体的取組を経営類型ごとに特定した 画における同一区域内の市町村において、一定の立地条件の下での多様な酪農及び肉用
上で、それらの取組の結果実現し得る姿として収益性の向上を示すものとする。 牛経営の展開に資するよう、飼養形態や飼料生産体系等に係る様々な具体的取組を経営
具体的には、外部支援組織の活用や省力化機械の導入等を通じた労働負担の軽減・ 指標として設定するものとする。

規模拡大、放牧の活用や飼料用米等の国産飼料の生産・利用の拡大を通じた飼料の安 具体的には、規模拡大による経営の効率化のみではなく、家畜改良や飼養管理技術の
定確保・コスト低減、６次産業化等やブランド化を通じた販売額の増加等の取組を織 向上を通じた生産性の向上を踏まえつつ、６次産業化による付加価値の向上、地域の飼
り込むものとする。 料資源を含めた国産飼料の積極的な活用、ヘルパー、コントラクター、ＴＭＲセンター
目標の設定に際し、自然的経済的条件を異にするため、同一の目標を設定すること 等の支援組織の活用等を通じた作業の外部化による省力化等の取組を織り込んで設定す

が適当でない場合には、各目標ごとに、それぞれの条件に応じて区域区分を行い、そ るものとする。
の区分ごとに目標を設定するものとする。 なお、飼料生産に係る部分については、稲発酵粗飼料や飼料用米等の飼料作物の生産
この場合には、生乳の生産数量の目標、乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標、乳牛及 拡大、コントラクターやＴＭＲセンター等飼料生産支援組織の育成・活用等を通じた飼

び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項、飼料の自給率の向上に関する事項等につい 料の自給率の向上を実現する目標を示すものとし、効率的な飼料生産作業単位に焦点を
ても目標の地域区分に従って記載するものとする。 当てた指標として設定するものとする。

また、環境に係る部分については、農業の自然循環機能の維持増進を図る観点から、
家畜排せつ物のたい肥化又は液肥化を基本とし、適正かつ効率的な処理・利用に焦点を
当てた指標として設定するものとする。

目標の設定に際し、自然的経済的条件を異にするため、同一の目標を設定することが
適当でない場合には、各目標ごとに、それぞれの条件に応じて地域区分を行い、その区
分ごとに目標を設定するものとする。
この場合には、生乳の生産数量の目標、乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標、乳牛及び

肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項、飼料の自給率の向上に関する事項等についても
目標の地域区分に従って記載するものとする。
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(4) 乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項については、乳牛及び肉用牛の飼養 (4) 乳牛又は肉用牛の飼養規模の拡大のための措置については、生産コストの低減や省力化
頭数の数値目標に加えて、基本方針の第１のⅡの１の（２）の「乳用牛・肉用牛飼養 のために、多様な経営がそれぞれの経営形態に応じた取組を行う必要があるものの、飼
頭数の減少への対応」の各項目の「対応・取組」を参考に、各市町村の実情等に応じ 養規模の拡大が１頭当たり労働費の低減を図る手段となることを踏まえ、乳牛について
て、飼養規模の拡大、生産性の向上に資する取組について具体的に記述するものとす は、規模や管理方式に応じた新しい飼養管理技術の活用、牛群検定の普及促進、自給飼
る。 料中心の飼料給与体系への転換を通じた生産性の向上等に、肉用牛については、遺伝的

能力を十分に発揮するための飼養管理技術の改善、地域の飼料資源等を活用した品種特
性に応じた肉用牛の生産の推進、自給飼料中心の給与体系への転換を通じた生産性の向
上等に重点をおいた具体的措置について記述するものとする。

(5) 飼料の自給率の向上に関する事項については、飼料自給率の数値目標に加えて、基 (5) 飼料の自給率の向上のための措置については、稲発酵粗飼料、飼料用米等飼料作物の生
本方針の第１のⅡの１の（３）の「国産飼料生産基盤の確立」の各項目の「対応・取 産・利用拡大、コントラクター、ＴＭＲセンター等飼料生産支援組織の育成・活用、粗
組」を参考に、各市町村の実情等に応じて、国産飼料の生産・利用の拡大、飼料費の 飼料の広域流通体制の構築、資源循環型社会への貢献を念頭においた耕畜連携の強化及
低減に資する取組について具体的に記述するものとする。 びエコフィードの生産・利用拡大、草地の整備改良、放牧の促進、稲わら等未利用資源

の利用促進等具体的措置について記述するものとする。
(6) 生乳の生産者の集送乳の合理化のための措置については、生乳の効率的な用途別計 (6) 生乳の生産者の集送乳の合理化のための措置については、需要に即した生乳の生産によ

画生産の実施、指定生乳生産者団体が主体となって行う流通の安定とコスト低減を図 り生乳需給の安定を図ることが一層重要となっていることを踏まえ、生乳の効率的な用
るための取組を推進する観点から、市町村における具体的な措置について記述するも 途別計画生産の実施、需給見通しの精緻化に基づいた需給調整機能の強化、指定生乳生
のとする。 産者団体が主体となって行う流通の安定とコスト低減を図るための取組を推進する観点
肉用牛の共同出荷その他肉用牛の流通の合理化の措置については、肉用牛の共同出 から、市町村における具体的な措置について記述するものとする。

荷体制の整備の推進のための措置等について具体的に記述するものとする。 肉用牛の共同出荷その他肉用牛の流通の合理化の措置については、肉用牛の地域内一
貫生産の推進及び肉用牛の共同出荷体制の整備の推進のための措置等について具体的に
記述するものとする。

(7) その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項については、次のとお (7) その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項については、具体的措置に
りとする。 ついて記述するものとする。
① 酪農及び肉用牛経営における新規就農及び離農の動向、法人化の状況等担い手
の状況について可能な限り定量的に記述するとともに、基本方針の第１のⅡの１
の（１）の「担い手の育成と労働負担の軽減」の各項目の「対応・取組」を参考
に、各市町村の実情等に応じて、担い手の育成・確保、労働負担の軽減に資する
取組について具体的に記述する。

② その他必要な事項について記述する。
(8)〔略〕 (8)〔略〕

４ 協議の手続等 ４ 協議の手続等
法第２条の４第４項において準用する法第２条の３第４項の規定により、都道府県知 法第２条の４第３項において準用する法第２条の３第３項の規定により、都道府県知事に

事に協議しようとするときは、別記様式第５号の協議書に当該計画（変更の場合は、当 協議しようとするときは、別記様式第５号の協議書に当該計画（変更の場合は、当該変更に
該変更に係る部分）及び別記様式第６号の説明書を添えて都道府県知事に提出するもの 係る部分）及び別記様式第６号の説明書を添えて都道府県知事に提出するものとする。
とする。 なお、協議については、原則として平成２３年５月３１日までに終了するよう努めるもの

なお、協議については、原則として平成２８年４月３０日までに終了するよう努める とする。
ものとする。

第３ その他 第３ その他
１ 都道府県知事は、市町村計画を作成することができる市町村の基準（酪農及び肉用 １ 都道府県知事は、市町村計画を作成することができる市町村の基準（酪農及び肉用牛生

牛生産の振興に関する法律施行規則（昭和２９年農林省令第５１号）第２条の２）に 産の振興に関する法律施行規則（昭和２９年農林省令第５１号）第２条の２）に適合する
、 。適合する市町村については、市町村計画を作成するよう当該市町村に対し助言するこ 市町村については 当該市町村計画を作成するよう当該市町村に対し助言するものとする

とができるものとする。 この場合、酪農及び肉用牛生産の双方に関する事項をその内容とする市町村計画を作成
この場合、酪農及び肉用牛生産の双方に関する事項をその内容とする市町村計画を することができる市町村については、市町村長に対し、当該市町村計画を作成するよう助

作成することができる市町村については、市町村長に対し、当該市町村計画を作成す 言するものとする。



- 6 -

るよう助言するものとする。
２ 別記様式第１号及び様式第４号における「現在」欄については、原則として、平成 ２ 別記様式第１号及び様式第４号における「現在」欄については、原則として、平成２０

２５年度における「畜産統計 「畜産物流通統計 「作物統計 「耕地及び作付面積統 年度における「畜産統計 「畜産物流通統計 「作物統計 「耕地及び作付面積統計」等の」 」 」 」 」 」
計」等の各種統計を用いて記入し 「目標」欄については、平成３７年度とする。 各種統計を用いて記入し 「目標」欄については、平成３２年度とする。、 、
なお、記入時点については 「現在」及び「目標」欄とも期首（例えば２月１日）の なお、記入時点については 「現在」及び「目標」欄とも期首（例えば２月１日）の数、 、
数値とするが 「生乳の生産数量 「肉用牛の生産及び出荷頭数」等期間を伴う数値に 値とするが 「生乳の生産数量 「肉用牛の生産及び出荷頭数」等期間を伴う数値について、 」 、 」
ついては、期間内数値（会計年度）を記入するものとする。 は、期間内数値（会計年度）を記入するものとする。

（参考 「現在」 （参考 「現在」） ）
家畜の飼養頭数、戸数 平成２６年２月１日現在 家畜の飼養頭数、戸数 平成２１年２月１日現在
生乳の生産数量、肉用牛の生産頭数等 平成２５年度（４月～３月） 生乳の生産数量、肉用牛の生産頭数等 平成２０年度（４月～３月）
面積等 平成２５年度調査における各種資料 面積等 平成２０年度調査における各種資料

「目標」 「目標」
家畜の飼養頭数、戸数 平成３８年２月１日現在 家畜の飼養頭数、戸数 平成３３年２月１日現在
生乳の生産数量、肉用牛の生産頭数等 平成３７年度（４月～３月） 生乳の生産数量、肉用牛の生産頭数等 平成３２年度（４月～３月）

別記様式第１号 別記様式第１号
表紙 〔略〕 表紙 〔略〕

目次 目次
Ⅰ～Ⅳ〔略〕 Ⅰ～Ⅳ〔略〕
Ⅴ 飼料の自給率の向上に関する事項 Ⅴ 飼料の自給率の向上に関する事項

１ 飼料需要見込量
〔1～４は削除〕 ２ 飼料給与

３ 飼料供給計画
４ 飼料基盤の確保等

Ⅵ 〔略〕 Ⅵ 〔略〕
Ⅶ その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項 Ⅶ その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項

１ 担い手の育成と労働負担の軽減のための措置
２ 畜産クラスターの推進方針
３ その他必要な事項

Ι 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針 Ι 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針
〔略〕 〔略〕

Ⅱ 生乳の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標 Ⅱ 生乳の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標
１ 生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標 １ 生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標

〔表は略〕 〔表は略〕
注 必要に応じて、自然的経済的条件に応じた区域区分を行い、市町村をもって区域の範囲を表示すること。 注 区域名は 第1の3の 3 に定めるところにより行った区域区分とし 区域の範囲は市町村をもって表示すること。( )1. ( )1. ､ ( ) ､

また 以下の諸表における区域区分もこれと同じ範囲によること。 また 以下の諸表における区域区分もこれと同じ範囲によること。､ ､
生乳生産量は、自家消費量を含め 総搾乳量とする。 生乳生産量は、自家消費量を含め、総搾乳量とする。2. ､ 2.

目標 欄には計画期間の平成 年度の計画数量を、 現在 欄には原則として平成 年度の数値を記入すること 以下 諸表において同じ 目標 欄には計画期間の平成 年度の計画数量を 現在 欄には原則として平成 年度の数値を記入すること。以下、諸表において同じ。3.｢ ｣ 37 ｢ ｣ 25 ｡ ､ ｡ 3.｢ ｣ 32 ､｢ ｣ 20
成牛とは 月齢以上のものをいう 以下 諸表において同じ 成牛とは、 月齢以上のものをいう。以下、諸表において同じ。4. ､24ｹ ｡ ､ ｡ 4. 24ｹ

２ 肉用牛の飼養頭数の目標 ２ 肉用牛の飼養頭数の目標
〔略〕 〔略〕
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Ⅲ 近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標
１ 酪農経営方式

単一経営
経 営 概 要 生 産 性 指 標

飼 養 形 態 飼 料 生 産 牛 土・草
方式名 経 経産牛 飼 養 外部化 給 与 放牧利用 作 付 外部化 作 付 ふん尿 経産牛 更 新 １ ０ a 経営内 粗飼料 たい肥 備考

営 頭 数 方 式 方 式 （うち放 体 系 延 べ 処 理 １ 頭 産 次 当たり 飼 料 給与率 利 用
形 牧地） 面 積 方 式 当たり 生産量 自給率 方 法
態 乳 量

頭以上 (ha) ha ｋｇ 産次 ｋｇ %以上 %以上
以上 以上 以上

現在

目標
現在

目標
( )注

｢ ｣ ｢ ｣ ｡備考 欄には 方式 の欄に掲げる方式を適用すべき区域名等を記入すること

Ⅲ 近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標
１ 酪農経営方式

単一経営
経 営 概 要 生 産 性 指 標

飼 養 形 態 牛 飼料 人
方式名 経 経産牛 飼 養 外部化 給 与 放牧利用（放牧 経産牛１頭当 更 新 作付け体系 作付延べ 外部化 購入国産 飼料自給 粗飼料 経営内 生 産 コ ス ト 労動 経営 備

〔特徴と 営 頭 数 方 式 方 式 地面積） たり乳量 産 次 及び単収 面積 （種 飼料 率（国産 給与率 堆肥利 生乳1kg当たり費用合 経産牛１頭 総労働時間 粗収入 経営費 農業所得 主たる従事 考
なる取組 形 ※放牧利 類） （種類） 飼料） 用割合 計（現状平均規模との 当たり飼養 （主たる従 者1人当た
の概要〕 態 用を含む 比較） 労働時間 事者の労働 り所得

頭 (ha) ｋｇ 産次 ｋｇ ha 割 円（％） hr hr 万円 万円 万円 万円% %

注 「方式名」欄には、経営類型の特徴を 「備考」欄には「方式」の欄に掲げる方式を適用すべき区域名等を記入すること。( ) 1. 、
６次産業化の取組を織り込む場合には、基本方針の第３の票のように、６次産業化部門に係る指標を分けて記入すること。2.
（注）１，２については 「２肉用牛経営方式」についても同様とする。3. 、

２ 肉用牛経営方式
（１）肉専用種繁殖経営
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経 営 概 要 生 産 性 指 標
飼 養 形 態 飼 料 生 産 牛 土・草

方式名 経 営 飼 養 飼 養 給 与 放牧利用 作 付 外部化 作 付 ふん尿 分 娩 初 産 出 荷 出 荷 １０a 経営内 粗飼料 たい肥 備考
形 態 頭 数 方 式 方 式 （うち放 体 系 延 べ 処 理 間 隔 月 齢 月 齢 時体重 当たり 飼 料 給与率 利 用

牧地） 面 積 方 式 生産量 自給率 方 法
頭以上 (ha) ha ヶ月 ヶ月 ヶ月 ｋｇ ｋｇ %以上 %以上

以上 以上
現在

目標
現在

目標

２ 肉用牛経営方式
（１）肉専用種繁殖経営

経 営 概 要 生 産 性 指 標
飼 養 形 態 牛 飼料 人

方式名 経 営 飼 養 飼 養 外部化 給 与 放牧利用 分 娩 初 産 出 荷 出 荷 作付体 作付延べ 外部化 購入国産 飼料自給 粗飼料 経営内 生 産 コ ス ト 労動 経営 備
〔特徴とな 形 態 頭 数 方 式 方 式 （放牧地 間 隔 月 齢 月 齢 時体重 系及び 面積 （種 飼料 率（国産 給与率 堆肥利 子牛1頭当たり費 子牛１頭 総労働時間 粗収入 経営費 農業所 主たる従 考
る取組の概 面積） 単収 ※放牧利 類） （種類） 飼料） 用割合 用合計（現状平均 当たり （主たる従 得 事者1人
要〕 用を含む 規模との比較） 飼養労働 事者の労働 当たり所

時間 時間） 得
頭 (ha) ヶ月 ヶ月 ヶ月 ｋｇ ｋｇ ha 割 円（％） hr hr 万円 万円 万円 万円％ ％

（２）肉専用種（又は乳用種・交雑種）肥育経営
経 営 概 要 生 産 性 指 標

飼 養 形 態 飼 料 生 産 牛 土・草
方式名 経 飼 養 飼 養 給 与 作 付 外部化 作 付 ふん尿 肥 育 出 荷 肥 育 出 荷 １ 日 肉質 １０a 経営内 粗飼料 たい肥 備考

営 頭 数 方 式 方 式 体 系 延 べ 処 理 開始時 月 齢 期 間 時体重 当たり 等級 当たり 飼 料 給与率 利 用
形 面 積 方 式 月 齢 増体量 生産量 自給率 方 法
態

頭 以 ヶ 月 ヶ月 ヶ月 ｋｇ ｋｇ ｋｇ % 以 % 以現在 ha

上 以上 以上 以上 上 上目標
現在
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目標
( ) ｡注 繁殖部門との一貫経営を設定する場合には肉専用繁殖経営の指標を参考に必要な項目を追加すること

（２）肉用牛（肥育・一貫）経営
経 営 概 要 生 産 性 指 標

方式名 飼 養 形 態 牛 飼料 人
〔特徴とな 経 営 飼 養 飼 養 給 与 肥育開始時 出 荷 肥 育 出 荷 １ 日 作付け体 作付延べ面 外部化 購入国 飼料自給率 粗飼料 経営内 生産コスト 労動 経営 備
る取組の概 形 態 頭 数 方 式 方 式 月 齢 月 齢 期 間 時体重 当たり 系及び単 積 （種 産飼料 （国産飼 給与率 堆肥利 肥育牛1頭当たり 牛１頭当 総労働時間 粗収入 経営費 農業所得 主たる従事 考
要〕 増体量 収 ※放牧利用 類） （種 料） 用割合 費用合計（現状平 たり飼養 （主たる従 者1人当た

を含む 類） 均規模との比較） 労働時間 事者の労働 り所得
時間）

ha 割 円（％） hr hr 万円 万円 万円 万円頭 ヶ月 ヶ月 ヶ月 ｋｇ ｋｇ ｋｇ ％ ％

注 繁殖部門との一貫経営を設定する場合には、肉専用種繁殖経営の指標を参考に必要な項目を追加すること。( )1.
「肥育牛１頭当たりの費用合計」には、もと畜費は含めないものとする。2.

Ⅳ 乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項 Ⅳ 乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項
１ 乳牛 １ 乳牛
（１ 〔略〕 （１ 〔略〕） ）

（２）乳牛の飼養規模の拡大のための措置 （２）乳牛の飼養規模の拡大のための措置
第１の３の ４ の記載上の注意を参照の上 基本方針の第１のⅡの１の(2)の 乳 第１の３の（４）の乳牛についての記載上の注意を参照の上、記述すること。（ ） 、 「

用牛・肉用牛飼養頭数の減少への対応」の各項目の「対応・取組」を参考に、当該都
道府県の実情等に応じて、飼養規模の拡大、生乳生産量の増加に向けて、重点的な取
組分野とその内容等について具体的に記述すること。

２ 肉用牛 ２ 肉用牛
（１ 〔略〕 （１ 〔略〕） ）

（２）肉用牛の飼養規模の拡大のための措置 （２）肉用牛の飼養規模の拡大のための措置
第１の３の ４ の記載上の注意を参照の上 基本方針の第１のⅡの１の(2)の 乳 第１の３の（４）の肉用牛についての記載上の注意を参照の上、肉専用種繁殖経営、肉（ ） 、 「

用牛・肉用牛飼養頭数の減少への対応」の各項目の「対応・取組」を参考に、当該都 専用種肥育経営、乳用種・交雑種肥育経営及び一貫経営ごとに記述すること。
道府県の実情等に応じて、飼養規模の拡大、生産性の向上に向けて、重点的な取組分
野とその内容等について、対象（肉専用種繁殖経営、肉専用種肥育経営、乳用種・交
雑種肥育経営及び一貫経営）を明らかにした上で、具体的に記述すること。また、キ



- 10 -

ャトル・ブリーディング・ステーション等繁殖・育成拠点の整備状況（施設数、利用
農家数、受託頭数等）と見通しについて、可能な限り定量的に記述すること。

Ⅴ 飼料の自給率の向上に関する事項 Ⅴ 飼料の自給率の向上に関する事項
１ 飼料の自給率の向上

現在 目標（平成３７年度）
飼料自給率 乳用牛 ％ ％

肉用牛 ％ ％
飼料作物の作付延べ面積 ｈa ｈa

２ 具体的措置
第１の３の（５）の記載上の注意を参照の上、各都道府県において重点化する取組を

中心に可能な限り具体的に記述すること。

（記載例）
・優良品種を活用した草地改良等の実施により、単収を○kg/10aから○kg/10aへ増加させ
る。

・青刈りとうもろこし、ソルゴー等の高栄養作物の作付面積を○○haから○○haへ増加さ
せる。
コントラクターを活用した省力的な収穫作業やＴＭＲセンターへの安定的な供給を推進
する。

・肉用繁殖牛を荒廃農地、水田へ放牧することによって飼料費の低減を図り、平成３７年
度には放牧面積○○haを目指す。

・飼料用米の生産・利用を図るため、畜産農家における保管・利用施設の整備を行う。
・エコフィードの生産利用については、○○、○○の連携による利用体制を整備すること
により○○の活用を進め、生産量（県外に供給される分も含む）を○○TDNkgから○○T
DNkgへの増加を目標とする。

・飼料の流通基盤の強化については、県内で増産される○○トンの飼料用米の効率的な利
用が可能となるよう出荷施設や配合飼料工場の受入・加工施設等の整備を行う。

１ 飼料需要見込量(目標年度)
頭 １頭当たり 年間必要 粗飼料給与率 粗飼料自給率 都道府県内産飼料から 飼料自給率 現在の 備 考

数 年間必要Ｔ ＴＤＮ量 供給されるＴＤＮ量 飼料自
区 分 ＤＮ量 うち良質 うち低質 うち良質 うち低質 粗飼料 濃厚飼料 計 給率

② ③＝ ④ ⑤ ⑥ ⑦ うち良質 うち低質 ⑩＝⑧ ⑫＝〔削除〕
① ①×② ⑧＝③ ⑨＝③ ⑩ ＋⑨＋ ⑪／③ ⑬

×④×⑥ ×⑤×⑦ ⑩
頭 k kg ％ ％ ％ ％ kg kg kg kg ％ ％

乳 成 牛

牛 育 成 牛
計

繁 殖 雌 牛
肉

育 成 牛
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計
用 肉専用種

乳 用 種
牛

交 雑 種
計

合 計

( )1. ､ ｡注 区域ごとに記載する必要がある場合にあっては 区域ごとに記載すること
2. ､ ｡①の頭数は 年間平均常時飼養頭数を記載すること

､ ｡3.育成牛は 繁殖用に供する目的で飼養しているもので繁殖雌牛以外のものをいう
4. TDN ｡供給 量については県外に供給される分も含む

２ 飼料給与
（１）飼料給与

現 在 目 標〔削除〕
TDNkg TDNkg

粗 飼 料
都 牧 草 類（良質粗飼料）
道 稲発酵粗飼料 ＷＣＳ)（
府 野 草
県 稲 わ ら
内 そ の 他
産 濃 厚 飼 料
飼 飼料用米

料 エコフィード等
そ の 他

合 計

都 粗 飼 料
道 輸入品
府 濃 厚 飼 料
県 飼料用米
外 エコフィード等
産 輸入品
飼 合 計
料

( )1. ｡注 都道府県全体の数値を記入すること
2. 食料 農業 農村基本計画における平成 年度の粗飼料自給率は を目標としているため これとの整合性を図る観点からすれば 上表の中の 粗飼料の･ ･ 32 100% ､ ､

､ｾﾞﾛ ｡うち輸入品の目標は とすることが望ましい

（２）具体的措置
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〔削除〕 エコフィード（動物性タンパク質を除く ）の飼料としての利用促進のための具体的事。
項を記述すること。

３ 飼料供給計画
（１）飼料供給計画

区 現 在（平成 年） 目 標（平成 年）〔削除〕
飼料作物の作付面積 放牧面積 稲わら 飼料供 乳牛換 飼料用 飼料作物の作付面積 放牧面積 稲わら 飼料供 乳牛換 飼料用 備考

域 区 分 田 畑 計 野 小計 そ 給地面 算１頭 米作付 田 畑 計 林 野 小 そ 給地面 算１頭 米作付
稲発酵 普通 牧草 ① 草 ② 田 畑 の 積 当たり け面積 稲発酵 普通 牧草 ① 地 草 計 田 畑 の 積 当たり け面積

名 粗飼料 畑 地 地 他 ③＝① ④ 粗飼料 畑 地 地 ② 他 ③＝① ④
(WCS) ＋②× (WCS) ＋②×

０．１ ０．１
(a) (a)

作付面積(ha)
野草地等面積
(ha)
生産量（ｔ）

生産量のＴＤＮ
換算量（ｔ）
10a当たり
生産量（ｔ）
10a当たり
ＴＤＮ量（ｔ）

作付面積(ha)
野草地等面積

合 (ha)
生産量（ｔ）

生産量のＴＤＮ
計 換算量（ｔ）

10a当たり
生産量（ｔ）
10a当たり
ＴＤＮ量（ｔ）
( )1.TDN ｡注 換算量の諸元を備考欄に記入すること

2. ､ ｡稲わらの面積の欄は利用面積 生産量の欄は飼料としての利用量を記入すること
3. = ( + 0.7+ 0.1)④ ③÷乳牛換算頭数 乳牛飼養頭数 繁殖雌牛飼養頭数× 繁殖雌牛以外の肉用牛飼養頭数×
4. ､ ｡飼料用米の欄は 乳牛及び肉用牛への仕向量を推計し記入すること
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（２）具体的措置
ア 稲発酵粗飼料や飼料用米等の飼料作物の作付け拡大を図るための具体的な方法につい

〔削除〕 て記述すること。
イ コントラクターやＴＭＲセンター等飼料生産組織の育成や粗飼料の広域流通体制の構

築を図るための具体的な方法について記述すること。
ウ 放牧の推進を図るための具体的な方法について記述すること。
エ 国産稲わら等未利用資源の飼料利用の拡大を図るための具体的な方法について記述す

ること。

４ 飼料基盤の確保等
（単位：ｈａ）〔削除〕 （１）飼料基盤の造成・整備計画

現在の飼料基盤面積 目標年度までの事業実施予定面積
区 域 名 整 備

牧草地 飼料畑 その他 計 造成 牧草地 飼料畑 その他 計

注 その他は 野草地や放牧に利用される林地等( ) ､

〔削除〕 （２）具体的措置
酪農及び肉用牛経営の農地の集積・団地化の推進を図るための具体的方法について

記述すること。

Ⅵ 集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する事項 Ⅵ 集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する事項
１ 集送乳の合理化 １ 集送乳の合理化

第1の３の（６）の集送乳の合理化についての記載上の注意を参照の上、都道府県 集送乳の現状における問題点を改善するとともに、指定生乳生産者団体が主体となって
の実情を踏まえ、指定生乳生産者団体による取組との整合性及び他の都府県との連携 行う生乳流通の安定とコスト低減を図るための取組を推進する措置として、都道府県の実
も考慮しながら、単位農協等の再編整備、貯乳施設の再編整備等の具体的措置につい 情を踏まえ、当該指定生乳生産者団体による取組との整合性及び他の都府県との連携も考
て、可能な限り定量的な目標とともに記述すること。 慮しながら、集送乳路線の合理化、貯乳施設の再編整備、生乳検査施設の整備等の具体的

措置について、可能な限り定量的に記述すること。

２ 乳業の合理化 ２ 乳業の合理化
（１）乳業施設の合理化 （１）乳業施設の合理化及び具体的措置

〔表は略〕 乳業工場の工場数、規模、立地の適正化、効率的施設への転換等について記述する
とともに､牛乳・乳製品の製造コストの低減目標についても記述すること。
また、併せて、乳業施設の合理化については、具体的措置を記述すること。
〔表は略〕

（２）具体的措置 （２）牛乳・乳製品の安全性の確保
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第1の３の（６）の乳業の合理化についての記載上の注意を参照の上、記述する 牛乳・乳製品の製造過程におけるＨＡＣＣＰ手法の導入目標等、安全性向上のため
こと。特に、乳業施設の更新が遅れている中小・農協系乳業におけるするＨＡＣ の具体的措置を記述すること。
ＣＰを導入した施設への再編・合理化を促進する具体的措置について、可能な限
り定量的な目標とともに記述すること。

〔削除〕 （３）需要の拡大
消費者に対する牛乳・乳製品の効用等の普及・啓発等、需要拡大の措置について記

述すること。
〔削除〕

（４）その他
その他乳業の合理化等に資する措置があれば記述すること。

３ 肉用牛及び牛肉の流通の合理化 ３ 肉用牛及び牛肉の流通の合理化
（１）肉用牛の流通合理化 （１）家畜市場の再編整備と機能の高度化

ア 家畜市場の現状 ア 家畜市場の現状
( )年間開催日数 年間取引頭数 平成○○年度

( ) ( )名 称 開設者 登録年月日 肉 専 用 種 乳 用 種 等 肉 専 用 種 乳 用 種 等 年間開催回数 延べ○○日 年間取引頭数 平成○○年度
( ) ( )名 称 開 設 者 登録年月日 肉 専 用 種 乳 用 種 等 参考 肉 専 用 種 乳 用 種 等 参考

子 牛 成 牛 初生牛 子牛 成 牛 子牛 成 牛 初生牛 子 牛 成 牛 子 牛 成 牛 初生牛 子 牛 成 牛 子 豚 子 牛 成 牛 初生牛 子 牛 成 牛 子 豚
回 日 回 日 回 日 回 日 回 日 回 日 頭 頭 頭 頭 頭 頭( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )日 日 日 日 日 頭 頭 頭 頭 頭
( ) ( ) ( )

計 所ｹ
ｹ ( )1. ｡計 所 注 肉用牛を取り扱う市場について記入すること

( ) 2. 1 2 ､ 1 ( )､ 1 ｡注 1.肉用牛を取り扱う市場について記入すること。 初生牛とは生後 週間程度のもの 子牛とは生後 年未満のもの 初生牛を除く 成牛とは生後 年以上のものとする~
1 ( ) 1 3. ､ ( ) ｡２．初生牛とは生後1～4週間程度のもの、子牛とは生後 年未満のもの 初生牛を除く 、成牛とは生後 年以上のものとする。 乳用種等については 交雑種は内数とし 書きで記入すること

3.乳用種等については、交雑種は内数とし 書きで記入すること。( )

イ 具体的措置 イ 家畜市場の再編整備目標
第１の３の（６）の肉用牛の流通合理化についての記載上の注意を参照の上、家 (ｱ）目標年度における再編整備目標（機能の高度化等を含む ）について、具体的に。

畜市場の再編整備と機能高度化を促進するための具体的措置について記述するこ 記述すること。
と。家畜市場の再編整備計画のある都道府県にあっては、その計画の概要も記述す (ｲ) 再編整備計画のある都道府県にあっては、その計画の概要を記述すること。
ること。

（２）地域内一貫生産の推進
( ) ( )区 分 現 在 平成 年度 目 標 平成 年度

生産子牛の仕向〔削除〕 生産子牛の仕向

肥 育 牛 肥 育 牛① ② ② / ① ② ② /
子牛生産 県内仕向 うち区域 県外仕向 出荷頭数 出荷頭数① 子牛生 県内仕 うち区 県外仕 ①

区 域 名 産頭 向 域 向頭 数 内 仕 向

数 内 仕
向
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雄
肉 雌
専 計
用 合 雄
種 雌

計 計
雄

乳 雌
用 計
種 合 雄

雌
計 計

雄
交 雌
雑 計
種 合 雄

雌
計 計

( ) ､ ｡注 子牛生産状況の変化 交通事情の改善等を勘案し区域区分を設けなくとも差し支えない

（２）牛肉の流通の合理化 （３）牛肉の流通の合理化
ア 〔略〕 ア 〔略〕
イ 〔略〕 イ 〔略〕
ウ 〔略〕 ウ 〔略〕
エ 具体的措置
第１の３の（６）の牛肉の流通合理化についての記載上の注意を参照の上、記述す

ること。特に、食肉処理施設のＨＡＣＣＰ導入を促進するための具体的措置について
記述すること。

（４）国産牛肉の需要の拡大
〔削除〕 国産牛肉の有利性の確保と需要の拡大のための具体的措置を記述すること。

〔削除〕 （５）その他
その他肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する必要な措置があれば記述すること。

Ⅶ その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項 Ⅶ その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項
（１）担い手の育成と労働負担の軽減のための措置

第１の３の(7)の①の記載上の注意を参照の上、基本方針第１のⅡの１の(1)の「担
い手の育成と労働負担の軽減」の各項目の「対応・取組」を参考に、当該都道府県の
実情等に応じて、担い手の育成・確保、労働負担の軽減に向けて
、重点的な取組分野とその内容等について具体的に記述すること。また、酪農及び

、 、肉用牛経営における新規就農及び離農の動向 法人化の状況等担い手の状況について
可能な限り定量的に記述すること。
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（２）畜産クラスターの推進方針
第１の３の（７）の②の記載上の注意を参照の上、都道府県において展開が想定さ

れる、酪農及び肉用牛経営を中心的経営体とする畜産クラスターの継続的な取組や質
の向上により、都道府県基本計画の取組の実現に資するため、

(ⅰ)畜産クラスターの推進の基本的な考え方
(ⅱ)地域や畜種ごとの重点的な取組分野
(ⅲ)畜産クラスターを推進するための各都道府県独自の方策

等を具体的に記述すること。

（２）その他必要な事項

別記様式２号 別記様式２号
〔見出し等は略〕 〔見出し等は略〕
○○県（都道府）における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画案を作成したの ○○県（都道府）における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画案を作成したので、

で、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和２９年法律第１８２号）第２条の３第４ 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和２９年法律第１８２号）第２条の３第３項の規定
項の規定に基づき、関係書類を添えて協議する。 に基づき、関係書類を添えて協議する。

別記様式３号 別記様式３号
〔見出し等は略〕 〔見出し等は略〕
○○県（都道府）における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画の変更の案を作 ○○県（都道府）における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画の変更の案を作成し

成したので、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和２９年法律第１８２号）第２条 たので、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和２９年法律第１８２号）第２条の３第４
の３第５項において準用する同条第４項の規定に基づき、関係書類を添えて協議する。 項において準用する同条第３項の規定に基づき、関係書類を添えて協議する。

別記様式４号 別記様式４号
表紙〔略〕 表紙〔略〕

目次 目次
Ⅰ～Ⅳ〔略〕 Ⅰ～Ⅳ〔略〕
Ⅴ 飼料の自給率の向上に関する事項 Ⅴ 飼料の自給率の向上に関する事項

１ 飼料需要見込み量
〔1～４は削除〕 ２ 飼料給与

３ 飼料供給計画
４ 飼料基盤の確保等

Ⅵ 〔略〕 Ⅵ〔略〕
Ⅶ その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項 Ⅶ その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項

１ 担い手の育成と労働負担の軽減のための措置
２ その他必要な事項

Ι 〔略〕 Ι 〔略〕

Ⅱ 生乳の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標 Ⅱ 生乳の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標
１ 生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標 １ 生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標

〔表は略〕 〔表は略〕
注 成牛とは 月齢以上のものをいう 以下 諸表において同じ 注 成牛とは、 月齢以上のものをいう。以下、諸表において同じ。( )1. ､24ｹ ｡ ､ ｡ ( )1. 24ｹ
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生乳生産量は、自家消費量を含め 総搾乳量とする。 生乳生産量は、自家消費量を含め、総搾乳量とする。2. ､ 2.
目標 欄には、平成 年度の計画値を、 現在 欄には原則として平成 年度の数値を記入すること 以下 諸表において同じ 目標 欄には平成 年度の計画値を 現在 欄には原則として平成 年度の数値を記入すること。以下、諸表において同じ。3.｢ ｣ 37 ｢ ｣ 25 ｡ ､ ｡ 3.｢ ｣ 32 ､｢ ｣ 20

２〔略〕 ２ 〔略〕

Ⅲ 近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標
１ 酪農経営方式

単一経営
経 営 概 要 生 産 性 指 標

飼 養 形 態 飼 料 生 産 牛 土・草
方式名 経 経産牛 飼 養 外部化 給 与 放牧利用 作 付 外部化 作 付 ふん尿 経産牛 更 新 １ ０ a 経営内 粗飼料 たい肥 備考

営 頭 数 方 式 方 式 （うち放 体 系 延 べ 処 理 １ 頭 産 次 当たり 飼 料 給与率 利 用
形 牧地） 面 積 方 式 当たり 生産量 自給率 方 法
態 乳 量

頭以上 (ha) ha ｋｇ 産次 ｋｇ %以上 %以上
以上 以上 以上

現在

目標
現在

目標

( )｢ ｣ ｢ ｣ ｡注 備考 欄には 方式 の欄に掲げる方式を適用すべき区域名等を記入すること

Ⅲ 酪農経営又は肉用牛経営の改善の目標
１ 酪農経営方式

単一経営

経 営 概 要 生 産 性 指 標
飼 養 形 態 牛 飼料 人

方式名 経 経産牛 飼 養 外部化 給 与 放牧利用（放牧 経産牛１頭当 更 新 作付け体系 作付延べ 外部化 購入国産 飼料自給 粗飼料 経営内 生 産 コ ス ト 労動 経営 備
〔特徴と 営 頭 数 方 式 方 式 地面積） たり乳量 産 次 及び単収 面積 （種 飼料 率（国産 給与率 堆肥利 生乳1kg当たり費用合 経産牛１頭 総労働時間 粗収入 経営費 農業所得 主たる従事 考
なる取組 形 ※放牧利 類） （種類） 飼料） 用割合 計（現状平均規模との 当たり飼養 （主たる従 者1人当た
の概要〕 態 用を含む 比較） 労働時間 事者の労働 り所得

頭 (ha) ｋｇ 産次 ｋｇ ha 割 円（％） hr hr 万円 万円 万円 万円% %

注 「方式名」欄には、経営類型の特徴を 「備考」欄には「方式」の欄に掲げる方式を適用すべき区域名等を記入すること。( ) 1. 、
６次産業化の取組を織り込む場合には、基本方針の第３の票のように、６次産業化部門に係る指標を分けて記入すること。2.
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（注）１，２については 「２肉用牛経営方式」についても同様とする。3. 、

２ 肉用牛経営方式
（１）肉専用種繁殖経営

経 営 概 要 生 産 性 指 標
飼 養 形 態 飼 料 生 産 牛 土・草

方式名 経 営 飼 養 飼 養 給 与 放牧利用 作 付 外部化 作 付 ふん尿 分 娩 初 産 出 荷 出 荷 １０a 経営内 粗飼料 たい肥 備考
形 態 頭 数 方 式 方 式 （うち放 体 系 延 べ 処 理 間 隔 月 齢 月 齢 時体重 当たり 飼 料 給与率 利 用

牧地） 面 積 方 式 生産量 自給率 方 法
頭以上 (ha) ha ヶ月 ヶ月 ヶ月 ｋｇ ｋｇ %以上 %以上

以上 以上
現在

目標
現在

目標

２ 肉用牛経営方式
（１）肉専用種繁殖経営

経 営 概 要 生 産 性 指 標
飼 養 形 態 牛 飼料 人

方式名 経 営 飼 養 飼 養 外部化 給 与 放牧利用 分 娩 初 産 出 荷 出 荷 作付体 作付延べ 外部化 購入国産 飼料自給 粗飼料 経営内 生 産 コ ス ト 労動 経営 備
〔特徴とな 形 態 頭 数 方 式 方 式 （放牧地 間 隔 月 齢 月 齢 時体重 系及び 面積 （種 飼料 率（国産 給与率 堆肥利 子牛1頭当たり費 子牛１頭 総労働時間 粗収入 経営費 農業所 主たる従 考
る取組の概 面積） 単収 ※放牧利 類） （種類） 飼料） 用割合 用合計（現状平均 当たり （主たる従 得 事者1人
要〕 用を含む 規模との比較） 飼養労働 事者の労働 当たり所

時間 時間） 得
頭 (ha) ヶ月 ヶ月 ヶ月 ｋｇ ｋｇ ha 割 円（％） hr hr 万円 万円 万円 万円％ ％

（２）肉専用種（又は乳用種・交雑種）肥育経営
経 営 概 要 生 産 性 指 標

飼 養 形 態 飼 料 生 産 牛 土・草
方式名 経 飼 養 飼 養 給 与 作 付 外部化 作 付 ふん尿 肥 育 出 荷 肥 育 出 荷 １ 日 肉質 １０a 経営内 粗飼料 たい肥 備考

営 頭 数 方 式 方 式 体 系 延 べ 処 理 開始時 月 齢 期 間 時体重 当たり 等級 当たり 飼 料 給与率 利 用
形 面 積 方 式 月 齢 増体量 生産量 自給率 方 法
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態

頭 以 ヶ 月 ヶ月 ヶ月 ｋｇ ｋｇ ｋｇ % 以 % 以現在 ha

上 以上 以上 以上 上 上目標
現在
目標

( ) ｡注 繁殖部門との一貫経営を設定する場合には肉専用繁殖経営の指標を参考に必要な項目を追加すること

（２）肉用牛（肥育・一貫）経営
経 営 概 要 生 産 性 指 標

飼 養 形 態 牛 飼料 人
方式名 経 営 飼 養 飼 養 給 与 肥育開始時 出 荷 肥 育 出 荷 １ 日 作付け体 作付延べ面 外部化 購入国 飼料自給率 粗飼料 経営内 生産コスト 労動 経営 備
〔特徴と 形 態 頭 数 方 式 方 式 月 齢 月 齢 期 間 時体重 当たり 系及び単 積 （種 産飼料 （国産飼 給与率 堆肥利 肥育牛1頭当たり 牛１頭当 総労働時間 粗収入 経営費 農業所得 主たる従事 考
なる取組 増体量 収 ※放牧利用 類） （種 料） 用割合 費用合計（現状平 たり飼養 （主たる従 者1人当た
の概要〕 を含む 類） 均規模との比較） 労働時間 事者の労働 り所得

時間）

ha 割 円（％） hr hr 万円 万円 万円 万円頭 ヶ月 ヶ月 ヶ月 ｋｇ ｋｇ ｋｇ ％ ％

注 繁殖部門との一貫経営を設定する場合には、肉専用種繁殖経営の指標を参考に必要な項目を追加すること。( )1.
「肥育牛１頭当たりの費用合計」には、もと畜費は含めないものとする。2.

Ⅳ 乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項 Ⅳ 乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項
１ 乳牛 １ 乳牛
（１ 〔略〕 （１ 〔略〕） ）

（２）乳牛の飼養規模の拡大のための措置 （２）乳牛の飼養規模の拡大のための措置
第１の３の ４ の記載上の注意を参照の上 基本方針の第１のⅡの１の(2)の 乳 第１の３の（４）の乳牛についての記載上の注意を参照の上、記述すること。（ ） 、 「

用牛・肉用牛飼養頭数の減少への対応」の各項目の「対応・取組」を参考に、当該都
道府県の実情等に応じて、飼養規模の拡大、生乳生産量の増加に向けて、重点的な取
組分野とその内容等について具体的に記述すること。

２ 肉用牛 ２ 肉用牛
（１ 〔略〕 （１ 〔略〕） ）

（２）肉用牛の飼養規模の拡大のための措置 （２）肉用牛の飼養規模の拡大のための措置
第１の３の ４ の記載上の注意を参照の上 基本方針の第１のⅡの１の(2)の 乳 第１の３の（４）の肉用牛についての記載上の注意を参照の上、肉専用種繁殖経営、肉（ ） 、 「
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用牛・肉用牛飼養頭数の減少への対応」の各項目の「対応・取組」を参考に、当該都 専用種肥育経営、乳用種・交雑種肥育経営及び一貫経営ごとに記述すること。
道府県の実情等に応じて、飼養規模の拡大、生産性の向上に向けて、重点的な取組分
野とその内容等について、対象（肉専用種繁殖経営、肉専用種肥育経営、乳用種・交
雑種肥育経営及び一貫経営）を明らかにした上で、具体的に記述すること。また、キ
ャトル・ブリーディング・ステーション等繁殖・育成拠点の整備状況（施設数、利用
農家数、受託頭数等）と見通しについて、可能な限り定量的に記述すること。

Ⅴ 飼料の自給率の向上に関する事項 Ⅴ 飼料の自給率の向上に関する事項
１ 飼料の自給率の向上

現在 目標（平成３７年度）
飼料自給率 乳用牛 ％ ％

肉用牛 ％ ％
飼料作物の作付延べ面積 ｈa ｈa

２ 具体的措置
第２の３の（５）の記載上の注意を参照の上、草地の整備、改良及び保全に関する事

項のほか、飼料の自給率の向上のための措置について具体的に記述すること。

（記載例）
・農地の集積・団地化を進め、農地の効率的な利用を図るとともに、平成３７年度までに
○○ｈａの草地整備を実施することを目標とする。

・優良品種を活用した草地改良等の実施により、単収を○kg/10aから○kg/10aへ増加させ
る。

・青刈りとうもろこし、ソルゴー等の高栄養作物の作付面積を○○haから○○haへ増加さ
せる。

・コントラクターを活用した省力的な収穫作業やＴＭＲセンターへの安定的な供給を推進
する。

・肉用繁殖牛を荒廃農地、水田へ放牧することによって飼料費の低減を図り、平成３７年
度には放牧面積○○haを目指す。

・飼料用米の生産・利用を図るため、畜産農家における保管・利用施設の整備を行う。
・エコフィードの生産利用については、○○、○○の連携による利用体制を整備すること
により○○の活用を進め、生産量（市町村外に供給される分も含む）を○○TDNkgから
○○TDNkgへの増加を目標とする。

・飼料の流通基盤の強化については、市町村内で増産される○○トンの飼料用米の効率的
な利用が可能となるよう出荷施設や配合飼料工場の受入・加工施設等の整備を行う。

１ 飼料需要見込量(目標年度)
頭 １頭当たり 年間必要 粗飼料給与率 粗飼料自給率 都道府県内産飼料から 飼料自給率 現在の 備 考

数 年間必要Ｔ ＴＤＮ量 供給されるＴＤＮ量 飼料自〔削除〕
区 分 ＤＮ量 うち良質 うち低質 うち良質 うち低質 粗飼料 濃厚飼料 計 給率

② ③＝ ④ ⑤ ⑥ ⑦ うち良質 うち低質 ⑩＝⑧ ⑫＝
① ①×② ⑧＝③ ⑨＝③ ⑩ ＋⑨＋ ⑪／③ ⑬

×④×⑥ ×⑤×⑦ ⑩
頭 k kg ％ ％ ％ ％ kg kg kg kg ％ ％

乳 成 牛
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牛 育 成 牛
計

繁 殖 雌 牛
肉

育 成 牛
計

用 肉専用種

乳 用 種
牛

交 雑 種
計

合 計

( )1. ､ ｡注 区域ごとに記載する必要がある場合にあっては 区域ごとに記載すること
2. ､ ｡①の頭数は 年間平均常時飼養頭数を記載すること

3 ､ ｡.育成牛は 繁殖用に供する目的で飼養しているもので繁殖雌牛以外のものをいう
4. TDN ｡供給 量については県外に供給される分も含む

２ 飼料給与
（１）飼料給与

現 在 目 標〔削除〕
TDNkg TDNkg

粗 飼 料
都 牧 草 類（良質粗飼料）
道 稲発酵粗飼料 ＷＣＳ)（
府 野 草
県 稲 わ ら
内 そ の 他
産 濃 厚 飼 料
飼 飼料用米

料 エコフィード等
そ の 他

合 計

都 粗 飼 料
道 輸入品
府 濃 厚 飼 料
県 飼料用米
外 エコフィード等
産 輸入品
飼 合 計
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料
( )1. ｡注 都道府県全体の数値を記入すること

2. 食料 農業 農村基本計画における平成 年度の粗飼料自給率は を目標としているため これとの整合性を図る観点からすれば 上表の中の 粗飼料の･ ･ 32 100% ､ ､
､ｾﾞﾛ ｡うち輸入品の目標は とすることが望ましい

（２）具体的措置
〔削除〕 エコフィード（動物性タンパク質を除く ）の飼料としての利用促進のための具体的事。

項を記述すること。

３ 飼料供給計画
（１）飼料供給計画

区 現 在（平成 年） 目 標（平成 年）〔削除〕
飼料作物の作付面積 放牧面積 稲わら 飼料供 乳牛換 飼料用 飼料作物の作付面積 放牧面積 稲わら 飼料供 乳牛換 飼料用 備考

域 区 分 田 畑 計 野 小計 そ 給地面 算１頭 米作付 田 畑 計 林 野 小 そ 給地面 算１頭 米作付
稲発酵 普通 牧草 ① 草 ② 田 畑 の 積 当たり け面積 稲発酵 普通 牧草 ① 地 草 計 田 畑 の 積 当たり け面積

名 粗飼料 畑 地 地 他 ③＝① ④ 粗飼料 畑 地 地 ② 他 ③＝① ④
(WCS) ＋②× (WCS) ＋②×

０．１ ０．１
(a) (a)

作付面積(ha)
野草地等面積
(ha)
生産量（ｔ）

生産量のＴＤＮ
換算量（ｔ）
10a当たり
生産量（ｔ）
10a当たり
ＴＤＮ量（ｔ）

作付面積(ha)
野草地等面積

合 (ha)
生産量（ｔ）

生産量のＴＤＮ
計 換算量（ｔ）

10a当たり
生産量（ｔ）
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10a当たり
ＴＤＮ量（ｔ）
( )1.TDN ｡注 換算量の諸元を備考欄に記入すること

2. ､ ｡稲わらの面積の欄は利用面積 生産量の欄は飼料としての利用量を記入すること
3. = ( + 0.7+ 0.1)④ ③÷乳牛換算頭数 乳牛飼養頭数 繁殖雌牛飼養頭数× 繁殖雌牛以外の肉用牛飼養頭数×
4. ､ ｡飼料用米の欄は 乳牛及び肉用牛への仕向量を推計し記入すること

（２）具体的措置
〔削除〕 ア 稲発酵粗飼料や飼料用米等の飼料作物の作付け拡大を図るための具体的な方法につい

て記述すること。
イ コントラクターやＴＭＲセンター等飼料生産組織の育成や粗飼料の広域流通体制の構

築を図るための具体的な方法について記述すること。
ウ 放牧の推進を図るための具体的な方法について記述すること。
エ 国産稲わら等未利用資源の飼料利用の拡大を図るための具体的な方法について記述す

ること。

４ 飼料基盤の確保等
（単位：ｈａ）〔削除〕 （１）飼料基盤の造成・整備計画

現在の飼料基盤面積 目標年度までの事業実施予定面積
区 域 名 整 備

牧草地 飼料畑 その他 計 造成 牧草地 飼料畑 その他 計

注 その他は 野草地や放牧に利用される林地等( ) ､

〔削除〕 （２）具体的措置
酪農及び肉用牛経営の農地の集積・団地化の推進を図るための具体的方法について記述す

ること。

Ⅵ 生乳の生産者の集乳施設の整備その他集乳の合理化のための措置又は肉用牛の共同出 Ⅵ 生乳の生産者の集乳施設の整備その他集乳の合理化のための措置又は肉用牛の共同出
荷その他肉用牛の流通の合理化のための措置 荷その他肉用牛の流通の合理化のための措置

１ 集送乳の合理化 １ 集送乳の合理化
指定生乳生産者団体の取組及び都道府県計画との整合性を図りながら、流通コスト 生乳流通の広域化が進展している状況や指定生乳生産者団体が主体となった集送乳の体

の低減に資するための具体的措置について記述すること。 制づくりの状況を踏まえて、指定生乳生産者団体の取組及び都道府県計画との整合性を図
りながら、流通コストの低減に資するための具体的措置について記述すること。

２ 肉用牛の共同出荷その他肉用牛の流通の合理化のための措置 ２ 肉用牛の共同出荷その他肉用牛の流通の合理化のための措置
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（１）肉用牛の出荷
〔削除〕 ア 肉用牛の出荷形態

（ ) （ )現 在 平成 年度 目 標 平成 年度
系 統 生 産 者 家 畜 商 系 統 生 産 者 家 畜 商

子 牛 肥育牛 子 牛 肥育牛 子 牛 肥育牛 子 牛 肥育牛 子 牛 肥育牛 子 牛 肥育牛
肉専用種
乳 用 種

交 雑 種
( )1.｢ ｣ ､ ､ ｾﾝﾀｰ､ ｡注 系統 欄には 農協を通じ家畜市場 食肉 卸売市場等に出荷するものを記入すること

2.｢ ｣ ､ ､ ｾﾝﾀｰ､ ｡生産者 欄には 生産者自ら家畜市場 食肉 卸売市場等に出荷するものを記入すること

（１） 肉用牛(肥育牛)の出荷先 イ 肉用牛（肥育牛）の出荷先
〔略〕 〔略〕

(２) 肉用牛の流通の合理化 （２）肉用牛の流通の合理化
肉用牛の共同出荷等の肉用牛流通の合理化に係る措置について具体的に記述す 地域内一貫生産の推進等の肉用牛流通の合理化に係る措置について具体的に記述する

ること。 こと。

Ⅶ その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項 Ⅶ その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項
（１）担い手の育成と労働負担の軽減のための措置

第１の３の(7)の①の記載上の注意を参照の上、基本方針第１のⅡの１の(1)の「担
い手の育成と労働負担の軽減」の各項目の「対応・取組」を参考に、当該市町村の実
情等に応じて、担い手の育成・確保、労働負担の軽減に向けて、重点的な取組分野と
その内容等について具体的に記述すること。また、酪農及び肉用牛経営における新規
就農及び離農の動向、法人化の状況等担い手の状況について、可能な限り定量的に記
述すること。

（２）その他必要な事項

別記様式第５号 別記様式第５号
〔見出し等は略〕 〔見出し等は略〕
○○市 町村 における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画案を作成したので ○○市（町村）における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画案を作成したので、酪（ ） 、

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和２９年法律第１８２号）第２条の４第４項に 農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和２９年法律第１８２号）第２条の４第３項において
おいて準用する第２条の３第４項の規定に基づき、関係書類を添えて協議する。 準用する第２条の３第３項の規定に基づき、関係書類を添えて協議する。

別記様式６号 別記様式６号
〔見出し等は略〕 〔見出し等は略〕
○○市（町村）における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画の変更の案を作成 ○○市（町村）における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画の変更の案を作成した

したので、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和２９年法律第１８２号）第２条の ので、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和２９年法律第１８２号）第２条の４第３項
４第４項において準用する第２条の３第４項及び第５項の規定に基づき、関係書類を添えて において準用する第２条の３第３項及び第４項の規定に基づき、関係書類を添えて協議する。
協議する。
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別紙２ 別紙２

集約酪農振興計画計画等の様式 集約酪農振興計画等の様式

〔略〕 〔略〕


